
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新津・小須戸 

九条の会 
№３ 2006.4.14 

新津・小須戸「九条の会」事務局 
新 津 教 育 会 館 内 
新潟市善道町 2－9－44 

Tel 0250-21-3691  Fax 0250-21-3692 

http://www.k4.dion.ne.jp/~nk-9jo 

と き  5 月 13日（土）  午後 2時から 4時まで 

ところ  新津地区保健センター 

話す人  吉川正夫 元水原町町長   金子 修 弁護士 

４月２８日（金）  

地域ビラ配布行動 

 
 「憲法９条を守ろう」の声を多くの市民に届
けたい。これは、多くの会員の願いです。しか
し、残念ながら資金がないために新聞折込がで
きません。ならば、私たちの手でビラを届けよ
うと、下記の行動を計画しました。会員の皆さ
んの自主的なご参加をお願いします。なお、配
布はご都合のよい時でもかまいません。 
 
チラシの受け渡し日時・場所 

  ４月２８日（金）午前１０時、 
新津教育会館（℡ ２１－３６９１） 

戦争と 9条を語るつどい 

新しい人を誘って参加を 

戦争と９条を語る会を５月１３日（土）、午後２時より新津地区保健
センターで開きます。会員の皆さんにはこぞってご参加いただきた
いと思いますが、今回はとりわけ新しい人を誘ってください。参加
費は３００円です。 
 講師には、水原町長を４期された吉川正夫さん、新潟県の中にあ
って社会正義の実現に奮闘している弁護士、金子修さんをお呼びし
ています。ご期待ください。 
 吉川正夫さんは、学生時代に召集を受け、幹部候補生として軍隊
生活を送りました。戦時体制を直接的に経験し、その不合理な実態
を目にしました。２度と再び戦争をしてはならないと、強く感じた
そうです。そうした強い思いを当日は語っていただきます。

５月３日（水）１０時より 

成人式での宣伝 

「憲法９条 大好き! 戦争 嫌い!」
 
 新津地区の成人式が、５月３日（水）の
憲法記念日に、新津地区市民会館で開かれ
ます。新津・小須戸「九条の会」は、成人
の皆さんに向けて宣伝活動をすることにし
ました。会員の皆さん、進んで宣伝活動に
ご参加ください。若い方には、特にお願い
します。 

ビデオ上映 
 吉川さんのお話の
後で「あたらしい憲
法のはなし」を上映
します（15 分）。各
地の学習会などで好
評を得ている作品で
す。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 自衛軍の設置を許すな 

斎藤一保 
 県民大集会に元職場の仲間４人と一緒に参加
しました。全国九条の会事務局長の小森陽一さん
の講演は、理路整然としていて迫力があり、さす
がは東大教授だと思いました。固い学者の話では
なくて、実践的な内容だったのでとても共感を覚
えました。 
 医療改革、行革法案等々の話をされましたが、
官から民へ、小さな政府をつくろうとの自民党の
方針は、結局のところ弱いものや高齢者へのしわ
寄せにほかなりません。 
 自民党の憲法草案では、自衛軍の設置を憲法に
書き込もうとしています。これは、日本が海外で
戦争をする国につくりかえる狙いがあります。こ
うした戦争国家づくりを許してはならないと思
いました。 
 こうした攻撃がありますが、国民一人一人が手
をつなげば、跳ねのけることができるとの小森さ
んの結びに勇気付けられました。（談） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
小森陽一さんの講演を聴いて、戦争のない平和
な世界にするには「憲法 9条を守る！」以外に道
はないことをあらためて確信しました。 
「国連憲章」は、先制攻撃を禁止しているが、
「武力攻撃が発生した場合」には「集団的自衛権
の行使」という名目で、「他国とつるんだ自衛
（defense）のための戦争」を許している。更に、
アメリカとイギリスは「武力攻撃の発生」を「武
力攻撃が予測される事態」まで拡大して、「先制
攻撃の禁止」までもなし崩しにしてイラクに対し
て先制攻撃をした。すなわち、「集団的自衛権」
を許しているために、それを口実に世界から戦争
がなくならない状態がつづいている。 
 国連憲章ができた次の年に、「国権の発動たる
戦争を永久に放棄する」「その目的を達するため
に陸海空軍の戦力は保持しない」という日本国憲
法が誕生した。「国連憲章は自衛の戦争を認めて
いるが、それでは戦争はなくならない！」という
ことを、憲法 9条は叫びつづけ、日本や世界の平
和に大きな役割をはたしてきた。 
私も小森さん訴えの応え、勇気と誇りをもって
「9 条」を語り、九条の会の活動に参加していこ
うと思います。    中島哲宏（美幸町） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「九条の会」 事務局長  小森陽一（東京大学教授） 記 念 講 演 

            3.25 新潟県民大集会 2500 人が集う！ 

「九条の会」全国交流集会へ「新津･小須戸九条の会」から代表を送ります！ 
代表２人分、４万円を目標に募金を行います！ ご協力をお願いします！ 

 
全国各地・各領域にすばらしい勢いで「九条の会」が生まれ、この１年半余で４０００を超えまし
た。これは「憲法９条を変えさせてはならない」という多くの人びとの熱い思いのあらわれです。 
国会では「憲法改悪のための国民投票法案」が提出されるかも知れないと言われ、自民党の「新憲
法草案」の発表など憲法９条改憲の動きが強まり、いよいよ重大な時期になっています。こうした中
で、お互いの活動の経験を学びあいながら、今後の運動のいっそうの前進に役立てたいとの願いから
「九条の会」全国交流集会が開かれます。 
私たちの「新津･小須戸九条の会」からも 2名の代表を派遣し、全国の運動から学び、今後の運動に
生かしていきたいと考えております。代表派遣のための募金にご協力お願いします。 

 
１、日     時   ２００６年６月１０日（土） １１：００～１６：３０ 
２、場     所   日本青年館 
３、プログラム  ● 第１部   11：00～12：30（開場 10:00） 全体交流集会 
         ● 第２部    13：30～16：30 分散会 

集会はトランペット吹奏、200人のうたごえ大合唱で始まり、会場の市民体育館は 2500人の参加
者の熱気であふれました。講演した小森陽一「九条の会」事務局長は、憲法第 9条が 21世紀の世界
で果たし役割を強調し、『今、改憲勢力が台頭して憲法 9条が危うくなっている。一人ひとりが自分
の回りに、自分のことばで 9条を語る勇気をもって進めてほしい』と訴えました。 

参加者の声 


